
保証料について
高知県の制度融資は、一部を除き高知県信用保証協会の保証付き融資となっています｡県が保証協会に保証料の一部

を補給することで、通常より低い保証料で保証を受けることができます｡

１，普通保証

普通保証を利用する場合、経営状況によって9段階に区分された保証料率が適用されます。
(貸借対照表を作成していない事業者については、区分５が適用されます)
料率は、融資メニューによって以下の通りになります｡

付表１(一般)⇒ほとんどの融資メニュー(付表２～7適用のもの及び特別小口融資、流動資産担保融資、
創業者等応援融資(創業Ⅰ型・創業Ⅱ型)、事業再生計画実施支援融資、並びに災害対策特別融資を除くメニュー)

付表２(特殊)⇒下請経営安定融資

付表３(小口零細)⇒小口零細企業融資

付表４(短期)⇒季節融資

付表５(産振7)⇒小規模企業融資（７年）、安心実現のための高知県緊急融資（７年）、産業振興計画推進融資（７年）

付表６(産振10)⇒小規模企業融資（10年）、安心実現のための高知県緊急融資（10年）、産業振興計画推進融資（10年）

付表７(地震・節電対策)⇒南海地震・節電対策融資、災害復旧融資

２，特別保証

経営安定関連保証（セーフティネット保証）等の特別保証を利用する場合、以下の特別料率が適用されます。

また、以下の融資メニューを利用する場合、専用料率が適用されます｡

３，経営安定関連保証（セーフティネット保証）について

セーフティネット保証は、取引先企業等の倒産や業況が悪化している業種を営んでいる等、経営の安定に支障

を来たしている中小企業者を支援するための保証です。
１号：連鎖倒産防止

２号：取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

３号：突発的災害（事故等）

４号：突発的災害（自然災害等）

５号：業況の悪化している業種（全国的）

６号：取引金融機関の破綻

７号：金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整

８号：金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡

区分 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １

料率(%) 0.21 0.36 0.42 0.46 0.55 0.70 0.82 0.94 1.07

区分 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １

料率(%) 0.22 0.35 0.40 0.44 0.57 0.70 0.80 0.91 1.01

区分 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １

料率(%) 0.30 0.50 0.55 0.59 0.74 0.90 1.02 1.14 1.27

区分 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １

料率(%) 0.25 0.40 0.45 0.50 0.64 0.80 0.92 1.04 1.17

区分 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １

料率(%) 0.12 0.16 0.21 0.26 0.30 0.35 0.40 0.46 0.49

区分 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １

料率(%) 0.11 0.13 0.18 0.22 0.25 0.30 0.34 0.39 0.42

区分 ９ ８ ７ ６ ５ ４ ３ ２ １

料率(%) 0.11 0.12 0.14 0.18 0.20 0.24 0.27 0.31 0.34

保証制度 料率(%)
経営安定関連保証

(セーフティネット保証)
ほかほとんどの特別保証

経営支援融資制度0.40
特別融資制度0.10
災害復旧融資0.20

公害防止保証 等 0.55
新事業開拓保証 0.50

融資メニュー 料率(%)
特別小口融資 0.40
小規模企業融資（経営安定関連保証利用）

安心実現のための高知県緊急融資（経営安定関連保証利用）

産業振興計画推進融資（経営安定関連保証利用）

(7年)0.30
(10年)0.25

流動資産担保融資 0.36
南海地震対策融資、災害復旧融資

（経営安定関連保証利用）
0.20

創業者等応援融資(創業Ⅰ型･創業Ⅱ型) 0.10
事業再生計画実施支援融資 0.20

対象となる中小企業者は、本社または主たる

事業所の所在地の市町村商工担当課に申請書を

提出し、「特定中小企業者」の認定を受けること

で、保証料率の引下げや信用保証協会の保証限

度額の倍増などの優遇措置が受けられます。


